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高 第１１５０号-3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年５月22日
各高齢者保健福祉施設（入所施設）の長　様
（神戸市（東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区）、芦屋市、姫路市（別所小学校・大的中学校区）、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町、香美町の施設に限る）
兵庫県健康福祉部社会福祉局高齢社会課長

　　新型インフルエンザ対策の要請解除について（通知）
　
標記について、５月２２日に開催された兵庫県新型インフルエンザ対策本部会議の決定を受け、知事メッセージのとおり、５月２３日（土）から短期入所サービスに対する受入休止要請を解除します。

現状においては、県下全域の施設について、今後、新たに利用者・職員から感染者が発生した場合、施設ごとに、原則として季節性インフルエンザと同様の対応を行うこととします。
なお、引き続き入所者の健康管理等、下記の注意事項に留意願います。

（知事メッセージURL　 http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/influenza.html）
　　　　　　　　　　　　　　　記

１　要請を解除する地域
これまで要請を行った地域全域

　　（神戸市（東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区）、芦屋市、姫路市（別所小学校・大的中学校区）、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町、香美町）
２　注意事項
（１）　入所者の受入れに際しては、健康チェックを行い、感染防止対策に努めること。

（２）　入所者の健康状態を把握して、感染による発熱があれば、健康福祉事務所（保健所）の「発熱電話相談」に連絡して、適切な対応を行うこと。
（３）　家族等外部者の面会に際しては、感染防止を図る観点から、咳や発熱等がある場合には面会しないよう要請すること。
（４）  職員について、うがい、手洗い、咳エチケットに加え、マスクの着用など、衛生管理に留意すること。
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